
指導と評価の計画【公民科：公共】 

単元名 

法の意義と司法・政治参加 

 

 

 内容のまとまり 

社会規範と法 

契約の考え方 

司法の役割 

政治と権力 

 

１ 単元の目標 

法の基本的な考え方に関する正確な理解に基づき、身近な主題についてさまざまな考え方を踏まえて

判断し、みずからの意見や主張を表現することを通じて、法の意義や司法参加について関心を高める。

自分の意見を表現することを通じて、政治参加と公正な世論の形成等について理解する。 

 

２ 単元の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・法や規範の意義および役割、多様な

契約および消費者の権利と責任、司法

参加の意義などに関わる現実社会の

事柄や課題を基に、憲法の下、適正な

手続きにのっとり、法や規範に基づい

て各人の意見や利害を公平・公正に調

整し、個人や社会の紛争を調停、解決

することなどを通して、権利や自由が

保障、実現され、社会の秩序が形成、

維持されていくことについて理解し

ている。 

・自立した法的主体として解決が求

められる具体的な主題について、合意

形成や社会参画を視野に入れながら、

その主題の解決に向けて事実を基に

協働して考察したり構想したりした

ことを、論拠をもって表現している。 

 

 

・法や規範の意義および役割、多様な

契約および消費者の権利と責任、司法

参加の意義などに関わる課題の解決

を視野に、主体的に社会に関わろうと

している。 

政治参加と公正な世論の形成などに

関わる課題の解決を視野に、主体的に

社会に関わろうとしている。 

 

３ 指導と評価の計画（４時間） （〇…「評定に用いる評価」、●…「学習改善につなげる評価」） 

次 時 学習活動 
評価の観点 

評価規準等 
知 思 態 

第
①
次 

 

第
１
時 

主題や問いに対する見通しを持つ 

社会規範や法律について、実生活を元に各人の意見や

利害を調整し、権利や自由が保障、実現され、社会の

秩序が形成、維持されていくことについて見通しをも

つ。 

課題を追及したり解決したりする 

「ルールやマナーについて」「法律はなぜあるのか」 

「迷惑系 youtubeについて」という問いかけについて

ペアワークで考察し、自身の考えを文章にできる。 

 

 

 

 

 

 

● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(活動)ペアワークの実施 

社会規範や、法律の役割

について理解する 



第
２
時 

 

 

 

課題を追及したり解決したりする 

資料や既習内容を活用し、ペアワークにより、消費者

としての権利や契約の成立について、事実をもとに表

現することが出来る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他者との権利のトラブル（消費

者トラブル）において、具体的

な権利や制度をもとに考察で

きる。 

第
②
次 

第
３
時 

 

 

 

 

 

課題を追及したり解決したりする 

資料をもとに、個人による、量刑を根拠を持ち考察し、

グループワークでの評議、評決を通し、社会秩序の形

成に関わろうとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

法や規範の意義および役割を

理解し、主体的に社会に関わろ

うとしている。 

 

第
４
時 

 

  

 

 

課題を追及したり解決したりする 

資料をもとに、個人による、意見をもち、グループワ

ークでの話し合いにより合意形成に参加し、論拠をも

って表現することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

〇 

 

 

 

 

○ 

 

 

〇 

〇 

 

 

 

自身の意見をもつことができ、

事実をもとに協働して考察し

たり構想したりしたことを、論

拠をもって表現している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ねらい】消費者問題から権利の考えを用い、社会規範や法律について考える。 

課題 消費者問題が起こるのはなぜだろうか？ 

【ねらい】 法や規範に基づいて各人の意見や利害を公平・公正に調整し、個人や社会の紛争を調

停、解決することなどを通して、権利や自由が保障、実現され、社会の秩序が形成、維持されてい

くことについて理解している。 

主題  模擬裁判を実施して、司法参加について考えよう。 

【ねらい】具体的な主題について、合意形成や社会参画を視野に入れながら、その主題の解決に向

けて事実を基に協働して考察したり構想したりしたことを、論拠をもって表現している。  

主題  携帯電話の利用について根拠をもって考えよう。 



４ 「指導と評価の一体化」を踏まえた学習評価の改善について 

～話し合いや発表する授業を設定し、評価をする。～ 

Ａ：模擬裁判の実施による評価   Ｂ：合意形成の授業による評価  について主に取り組んだ 

 

Ａ：模擬裁判の実施による評価【項目：「主体的に学習に取り組む態度」】 

・第３時の〇印は、「司法の役割」に関して、法や規範に基づいて権利や自由が保障、実現され、社会の

秩序が形成、維持されていくことについて理解し、司法参加の意義など課題の解決を視野に、主体的に

社会に関わろうとしているかを評価する場面を想定している。 

 

【評価基準】・評価をする上での必須項目 

・個人の意見を多角的に考察できている（被害者・加害者の立場から） 

・個人として量刑について判断できている 

・グループワークに参加し結論を出すことができる 

【上記の条件を満たしたうえで（基本的にはワークシートへの記載をもとに判断するため、授業参加

者全員が満たすこととなる）】 

 

・法や権利について学んだことを踏まえ、よりよい社会秩序の形成に対して、多角的に（被害者・加害

者の立場から）意見を明確に記入し、なおかつ、合意形成後に出た結論に対しても被害者・加害者の立

場から考察できているものは「満足できる」（Ａ）とする。 

・法や権利について学んだことを踏まえ、よりよい社会秩序の形成に対して、意見を記入し、なおかつ、

合意形成後にでた結論に対しても意見できているものには「おおむね満足できる」（Ｂ）とする。 

・個人の意見を多角的に考察できておらずグループワークに参加した結論に対して、論拠を示せない場

合は「努力を要する状況」（Ｃ）とする。 

 

次の例１の２つの記述は、個人としての見解を出す際、権利や法に関して多角的に意見を記述できてお

り、合意形成後の結論に対しても、社会秩序形成のため、多角的な考察ができ、主体的に社会に関わろ

うとしていると評価できる。 

＜例１：「満足できる」状況（Ａ）と考えられる生徒の記述例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の例２の２つ記述は、個人としての見解を出す際、権利や法に関して意見は記述できており、合意形

成後の結論に対しても、意見は記述できているが、社会秩序形成のため、多角的な考察について明確に

記述されていないため「おおむね満足できる」（Ｂ）とした。 

＜例２：「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と考えられる生徒の記述例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ｂ：合意形成の授業による評価 

第４時の〇印は、「政治と権力」に関して、具体的な主題について、合意形成や社会参画を視野に入れな

がら、その主題の解決に向けて事実を基に協働して考察したり構想したりしたことを、論拠をもって表

現しているかを評価する場面を想定している。 

 

【評価基準】・評価をする上での必須項目 

・個人の意見を表現できている 

・グループワークに参加し結論を出すことができる 

【上記の条件を満たしたうえで（基本的にはワークシートへの記載をもとに判断するため、授業参加

者全員が満たすこととなる）】 

 

・法や権利について学んだことを踏まえ、合意形成や社会参画を視野に入れながら、自身の意見を論拠

をもち表現でき、主題の解決に向けて事実を基に功罪を考察し、結論に対して幅広く考察できているも

のには「満足できる」（Ａ）とする。 

・法や権利について学んだことを踏まえ、合意形成や社会参画を視野に入れながら、自身の意見を論拠

をもち表現でき、その主題の解決に向けて事実を基に考察し、結論を表現できているものには「おおむ

ね満足できる」（Ｂ）とする。 

・個人の論拠を具体的に示せておらず、主題の解決に向けて幅広く考察できておらず、結論を表現でき

ていないものは「努力を要する状況」（Ｃ）とする。 

 

次の例３の３つの記述は、個人としての見解を出す際、論拠をもち表現できており、合意形成後の結論

に対しても、多角的な考察ができ、主題の解決に向けて事実を基に協働して主体的に社会に関わろうと

していると評価できる。 

 

＜例３：「満足できる」状況（Ａ）と考えられる生徒の記述例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の例４の記述は、合意形成や社会参画を視野に入れながら、自身の意見を論拠を持ち表現でき、その

主題の解決に向けて事実を基に考察できているが、結論に対して功罪を含めて多角的に表現ができてい

ないため「おおむね満足できる」状況（Ｂ）としている。 

＜例４：「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と考えられる生徒の記述例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



次の例５の記述は、個人の論拠を具体的に示せておらず、主題の解決に向けて幅広く考察、表現でき

ていないため「努力を要する」状況（Ｃ）と考えられる。そのため今後の学習に向けて、根拠をもち表

現することや他者の意見の考察などをできるように促していくことが必要である。 

 

＜例５：「努力を要する」状況（C）と考えられる生徒の記述＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 今後の課題 

・生徒の活動の多い授業での評価を試みたが、基本的には活動に参加はすることができるが、その評価

となると、ワークシートを利用しての評価となるため、活動自体への直接的な評価となっているかとい

うと難しさを感じた。 

・評価の（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）に対する、基準に明確さを出すためにも、条件を指定して書けているかとい

うことが評価の対象となっているために、実際は協議や合意形成の過程で、論拠をもつことができてい

たとしても、記載されていない場合は低い評価となってしまうことが懸念される。意見の良し悪しで判

断するのではなく、生徒独自の意見を論拠をもって協議・合意形成することが大切であるため、活動自

体への評価の方法を検討する必要がある。 

・法の基本的な考え方に関する正確な理解に基づき、身近な主題についてさまざまな考え方を踏まえて

判断し、みずからの意見や主張を表現することを通じて、法の意義や司法参加について関心を高めさせ

ることを単元の目標と設定した中で、生徒はこの活動自体に非常に前向きに取り組む姿勢がみられ、熱

心に議論を深め、身近な問題として、主体的に取り組む姿勢がみられた。生徒が何を感じており、どの

ような考えをもっているのかをはかり知ることができるとともに、教員側の想定しない観点や、考え方

に触れることもできたため、今後の授業づくりの一助となった。 


